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令和２年上尾市教育委員会８月定例会 会議録 

１ 日  時  令和２年８月２５日（火曜日） 

開会 午前９時３０分 

閉会 午前１０時３２分 

２ 場  所  上尾市役所 ７階教育委員室 

３ 出席委員  教育長 池野和己 

教育長職務代理者 細野宏道 

委員 中野住衣 

委員 大塚崇行 

委員 内田みどり 

委員 小池智司 

４ 出席職員  教育総務部長 小林克哉 

学校教育部長 瀧沢葉子 

学校教育部参事 兼 学校教育部次長 関孝夫 

教育総務部次長 清水千絵 

学校教育部副参事 兼 学務課長 太田光登 

学校教育部副参事 兼 指導課長 兼 教育センター所長 田中栄次郎 

教育総務部 教育総務課長 池田直隆 

教育総務部 生涯学習課長 小宮山克巳 

教育総務部 図書館長 島田栄一 

教育総務部 スポ－ツ振興課長 柳川忠明 

学校教育部 学校保健課長 荒井正美 

学校教育部 中学校給食共同調理場所長 戸國健一 

書記  教育総務課主幹 利根川直秀 

教育総務課副主幹 上山英樹 

教育総務課主査 田中輝夫 

教育総務課主任 中里ひろみ 

５ 傍 聴 人  ４人 
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６ 日程及び審議結果 

日程第１ 開会の宣告 

日程第２ ７月定例会会議録の承認 

日程第３ 会議録署名委員の指名 

日程第４ 議案の審議 

議案第４６号 上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱又は任命について 

日程第５ 報告事項 

報告事項１ 令和２年度上尾市立公民館年間事業計画及び平成３１年度上尾市立公民館事業の状況及

び事業評価について 

報告事項２ 令和２年度後期の文化芸術関係催事について 

報告事項３ 令和４年度以降の上尾市成人式について 

報告事項４ 令和２年７月 いじめに関する状況調査結果について 

日程第６ 今後の日程報告 

日程第７ 議案の審議 

議案第４４号 平成３１年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定に係る意見の申出について 

議案第４５号 令和２年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出について 

日程第８ 閉会の宣告 
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７ 会 議 録 

日程第１ 開会の宣告 

（池野和己 教育長）それではただ今から令和２年上尾市教育委員会８月定例会を開会いたします。本

日、傍聴の申出はございますか。 

 

（池田直隆 教育総務課長）４名の方から傍聴の申出がございます。教育長の許可をお願いいたします。 

 

（池野和己 教育長）傍聴を許可いたします。ご案内をお願いいたします。 

 

～傍聴人入場～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、日程に従いまして、会議を進めます。 

 

日程第２ ７月定例会会議録の承認について 

（池野和己 教育長）それでは、「日程第２ ７月定例会会議録の承認について」でございます。７月

定例会の会議録につきましては、すでにお配りし、確認をしていただいておりますが、修正等がござ

いましたらお伺いしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、承認することにご異議ございませんか。よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議無いものと認め、細野委員にご署名をいただき、会議録とします。よろしく

お願いします。 

 

日程第３ 会議録署名委員の指名 

（池野和己 教育長）続いて、「日程第３ 会議録署名委員の指名」を行います。会議録署名委員は、

大塚委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

（大塚崇行 委員）はい。 

 

日程第４ 議案の審議 

（池野和己 教育長）続きまして、「日程第４ 議案の審議」を行います。審議の前にお諮り申し上げ

ます。本日予定しております議案は３件でございます。「議案第４４号 平成３１年度上尾市一般会

計歳入歳出決算の認定に係る意見の申出について」及び「議案第４５号 令和２年度上尾市一般会計

補正予算に係る意見の申出について」の２件の議案につきましては、市議会に提出することとなる案

件で最終的な意思決定前の情報でございますので 、非公開の会議として審議を公開しないこととした

いと存じますが、ご異議ございませんか。 
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～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議ないものと認め、議案第４４号及び議案４５号につきましては、会議を公開

しないものとして、決定いたしました。また、この決定を受けまして、予定されていた本日の日程を

変更いたします。まず、議案第４６号の審議を行い、報告事項、今後の日程報告を行います。その後、

傍聴の方に退室いただきまして、非公開の会議として、議案第４４号及び議案第４５号の審議を行い

たいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、「議案第４６号 上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱又は任命について」説

明をお願いいたします。 

 

（小林克哉 教育総務部長）議案第４６号につきましては、小宮山生涯学習課長が説明申し上げます。 

 

○議案第４６号 上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱又は任命について 

（小宮山 生涯学習課長）議案書の１０、１１ページをご覧ください。「議案第４６号 上尾市立人権

教育集会所運営委員会委員の委嘱又は任命について」でございます。提案理由でございますが、人権

教育集会所運営委員に欠員が生じたため、上尾市立人権教育集会所運営委員会規則に基づき、後任と

して委嘱・任命したいのでこの案を提出するものです。今回委嘱・任命したい委員の任期は前任者の

残任期間である令和３年３月３１日まででございます。説明は以上でございます。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。ただ今、議案第４６号につきまして説明をいただきま

した。質疑、意見等がございましたら、お願いいたします。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（池野和己 教育長）ないようですので、採決に移ります。「議案第４６号 上尾市立人権教育集会所

運営委員会委員の委嘱又は任命について」原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議ないものと認め、原案どおり可決いたしました。 

 

日程第５ 報告事項 

（池野和己 教育長）続きまして、「日程第５ 報告事項」でございます。本日予定されている報告は

４件でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（小林克哉 教育総務部長）「報告事項１」から「報告事項３」までにつきましては小宮山生涯学習課

長より、ご説明申し上げます。 

 

○報告事項１ 令和２年度上尾市立公民館年間事業計画及び平成３１年度上尾市立公民館事業の状況

及び事業評価について 
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（小宮山克巳 生涯学習課長）報告事項１ページ目をお願いいたします。「報告事項１ 令和２年度上

尾市立公民館年間事業計画及び平成３１年度上尾市立公民館事業の状況及び事業評価について」上尾

市公民館管理規則第１７条第１項に基づきまして、ご報告いたします。 

別冊の「平成３１年度 公民館事業状況及び上尾市公民館事業評価表」を御覧ください。市内６館

の公民館では、施設利用が年間２０，１７８件、利用人数が２５１，５５５人でございました。公民

館主催事業でございますが、年間１２８事業を実施し、１５，８７５人が参加しております。 

 第４次上尾市生涯学習振興基本計画の「生涯を通して豊かな学びをサポート、学びで創る 生きが

い つながり 心豊かなくらし」を基本理念といたしまして、市民への学習機会の提供、学習意欲の

醸成、学習成果の活用へと体系的に事業を推進するように努めて参りました。資料には、計画の基本

目標ごとに分類し、それぞれの公民館での取り組みを集約いたしました。 

特に、基本目標２の「学びを創る」の中では、①「きっかけをつかむ学び」、②「連携・協働した

学び」、③「地域に向き合う学び」に分類し、①きっかけをつくる学びでは、「世代別」、「一般教

養」、「文化芸術」、「健康スポーツ」、「家庭生活」、「連携・協働」及び「地域に向き合う学

び」に分類し、分野に偏りがないようにそれぞれの公民館で工夫しながら、講座の企画・実施に努め

てまいりました。 

各項目の最後には、公民館運営審議会からの御意見をまとめております。審議会からのご意見を参

考に、今後の事業の推進に向、工夫して参りたいと考えております。コロナ禍の中、年度前半の事業

が中止になったものもございますが、令和２年度事業計画を別冊に掲載しておりますので合わせてご

覧ください。今年度が最終年度となります第４次生涯学習基本計画の施策の展開につながるよう、各

公民館で、多くの市民の方々が、さまざまな学びと出会い、やがては学びの成果を地域で生かすこと

で学びが循環するよう、公民館事業に取り組んで参りたいと考えております。説明は以上でございま

す。 

 

○報告事項２ 令和２年度後期の文化芸術関係催事について 

（小宮山克巳 生涯学習課長）続きまして、報告事項の２ページをお願いいたします。「報告事項２ 

令和２年度後期の文化芸術関係催事について」ご報告いたします。１の第５２回上尾市美術展覧会で

ございます。日本画、洋画、立体造形、工芸、書及び写真の６部門で構成する公募展として例年開催

しておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化を鑑み、今年度の開催は中止とさせてい

ただきました。 

 続いて、２の第４７回上尾市民音楽祭でございます。音楽祭は合唱祭、邦楽祭、吹奏楽・器楽祭の

３部門に分かれて実施しておりますが、合唱祭を１１月８日に予定しておりましたが、新型コロナウ

イルス感染症の拡大・長期化を鑑み、今年度の開催は中止とさせていただきました。邦楽祭は令和３

年２月１３日土曜日、吹奏楽・器楽祭は２月１４日日曜日に予定しておりますが、新型コロナウイル

ス感染症の状況を見ながら、開催の可否について検討中となっております。説明は以上でございます。 

 

○報告事項３ 令和４年度以降の上尾市成人式について 

（小宮山克巳 生涯学習課長）続きまして、報告事項の３ページをお願いいたします。「報告事項３ 

令和４年度以降の上尾市成人式について」ご報告いたします。民法の一部改正により、令和４年４月

１日から、成年となる年齢が１８歳に引き下げとなることに伴い、上尾市成人式の在り方について検

討いたしました。平成３１年度社会教育委員会議の後に、市内の県立高校でアンケートを実施し、令

和２年度の社会教育委員会議で報告した後に、部内で検討し、８月の市長決裁を経て決定したもので、

令和４年以降につきましても、引き続き二十歳を対象とした式典を実施していくことになりましたの
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でご報告いたします。なお、名称につきましては今後検討してまいります。説明は以上でございます。 

 

（瀧沢葉子 学校教育部長）「報告事項４」につきましては田中指導課長より、ご説明申し上げます。 

 

○報告事項４ 令和２年７月 いじめに関する状況調査結果について 

（田中栄次郎 指導課長）４ページをお願いいたします。「報告事項４ 令和２年７月 いじめに関す

る状況調査結果について」でございます。５ページ、６ページをご覧ください。７月のいじめの認知

件数は、小学校２３件、中学校１１件、ございます。解消につきましては、小学校２９件、中学校 

５件となっております。解消に向けて取組中となっているものが、今回の新規を合わせて小学校７２

件、中学校３４件となっております。説明は以上でございます。 

 

（瀧沢葉子 学校教育部長）報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。ただ今の報告事項につきまして、ご質問、ご意見等あ

りましたら、お願いいたします。 

 

（内田みどり 委員）公民館事業の評価について、ＡやＢなどの評価が行われていますが、これは各公

民館による自己採点ということなのか伺います。 

 

（小宮山克巳 生涯学習課長）資料２ページの上尾市公民館事業評価表の中の中段「事業の成果と課

題」の欄にそれぞれＡＢＣＤの評価内容を表記してございます。各公民館で実施した事業について、

各担当者が課題と捉えているものについてはＢの評価にするなど、各公民館が自己評価しているもの

でございます。 

 

（内田みどり 委員）各館同じような課題が示されている中、その評価結果がＡやＢなどのばらつきが

あります。評価の基準はあるのか伺います。 

 

（小宮山克巳 生涯学習課長）評価にあたり、数値化などの指標は設けておりません。各館の館長と担

当者が課題の状況を見ながら評価をつけている状況でございます。 

 

（内田みどり 委員）例えば上尾公民館ではすべての項目でＡ評価となっていますし、すべてＢ評価と

なっている館もあります。この評価のつけ方については、次年度以降検討していただかないと評価と

して判断がしにくいと思いました。 

 

（小宮山克巳 生涯学習課長）各館の館長と担当者の感じ方によって一律の評価となっていないのが実

態でございますが、それらを課題として次につなげ、今後工夫して参ります。ご指摘ありがとうござ

います。 

 

（中野住衣 委員）例年、この時期に公民館の事業評価を見ていますが、ＡやＢなどの自己評価が何を

どのように評価しているのかがこの資料からはなかなか見えません。内田委員がおっしゃるように、

各公民館で同じようなことが書いてある中で、ＡやＢとして何を評価するのか、何で評価しているの

かというその指標や具体的な観点についての説明があった上での評価が必要と思いますが、そのこと
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について伺います。 

 

（小宮山克巳 生涯学習課長）各館の主催事業があり、計画を立て、実施し、その結果として参加者ア

ンケートなどを取りまとめながら一つの事業を評価しています。課題の大きさ等によって順調に行わ

れたものはＡ評価となっていたり、課題が見えたものについてはＡ以外の評価となっていたりします。

それは課題として引き継いでいくという表れであると考えています。 

 

（中野住衣 委員）上尾市としての公民館事業をどのようにしていくかというねらいや目標を考えたう

えで評価をして、さらに評価を具体的に改善につなげていくということがこの評価の目的と考えてお

りますので、何を評価するのかについて報告の中で見えてくるのが良いと思います。検討をお願いし

ます。 

 

（大塚崇行 委員）このコロナ禍の中で、なかなか人を集める公民館事業を実行できない状況もあるか

と思います。審議会委員の意見として、今後はオンライン講座などを検討していただきたいと出てい

ますが、オンラインの活用に向けた今後の見通しを伺います。 

 

（小宮山克巳 生涯学習課長）今年度は学校の夏休み期間が短く、子供向けの講座がほぼできなかった

という実態がございます。しかし、これから秋に向けて、募集定員も縮小した形にはなりますが、予

定通り講座を進め、１年後に予定されているオリンピック・パラリンピックに関連した企画や海洋プ

ラスチック問題、コロナ禍に関連した疾病と妖怪伝承など、ニーズを捉えながら工夫した講座をこれ

から取り組んでいきたいと考えております。オンラインにつきまして、技術的な課題や高齢者の利用

といった課題もありますので、活用に向けて検討を続けていきたいと考えております。 

 

（大塚崇行 委員）公民館は地域の情報発信基地としての重要な役割も担っています。施設の老朽化も

課題として掲げられていますので、改修を進める中で、インターネットなどの通信環境を構築してい

っていただければと思います。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）先ほど評価の指標はなく、館長や担当者の考えで評価していると説明

がありましたが、課題の欄に記載がない中でＢ評価を行っているものがあります。先ほど、ＡやＢの

評価のつけ方が見えづらいという委員からの指摘もありましたが、Ｂ評価している以上、館長等が何

らか感じていることがあると思われますが、その記載がないという状況がわからないということがあ

ります。また、公民館を利用して情報を受け取る側や公民館が情報を発信するターゲットという、い

わゆる利用者の高年齢化が進んでいる状況が否めないところだと思います。その状況に対する審議会

委員の意見が資料の中から読み取れないので、そのことについて議論された内容で、スペースの都合

で割愛されたものがあれば伺います。 

 

（小宮山克巳 生涯学習課長）ご指摘の項目は、施設の管理運営面についての部分で、各館で日常的に

安全点検を実施しながら館長等職員が細かい修繕を行いながら運営しています。成果のグリーンカー

テンの設置についてＢ評価にも関わらず、課題が書いてないというご指摘の状況の詳細は把握してお

りませんが、この大谷公民館では、特に頻繁に職員等が修繕を行いながら施設の管理運営を行ってい

ると把握しているところでございます。 

 利用者の高齢化については、確かに地域で公民館を拠点に活動するサークル団体については、設立
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時から同じメンバーで活動しているところもあり、そのような状況があることは否めないところでご

ざいます。ただし、公民館主催事業のターゲットを考えたときに、世代別に考えて学習機会の提供を

行っている事業数が多くなっています。これは、土曜日、日曜日や長期休業日などに子供と保護者を

対象とした事業を積極的に取り組んでいるなど、幅広い世代に公民館を利用してもらえるよう事業を

展開しているところでございます。 

 

（中野住衣 委員）事業計画の中で、政策・施策に関する講座という区分は、今年度から設けたもので

しょうか。 

 

（小宮山克巳 生涯学習課長）異文化交流として、外国の文化でキルト、料理や音楽などを通じて学ぶ

講座や、人権に関わる講座をこの区分の中で計画しています。 

 

（中野住衣 委員）事業計画の中で、スマートフォンで防災対策を学ぶ講座、アンドロイドスマフォ教

室、はじめての投資 ＮＩＳＡとｉＤｅＣｏなどについて、特に学んでみたいと感じました。講座は

世代別のものもありますが、学んだことを生活に活かしたり、生活を変えたりするような講座は特に

高齢者の人気が高いのではないかと思います。趣味的なものだけでなく、自分が職業などで培った知

識や技術が生活に活かされ、次の労働に活かされるような目的意識をもった講座があればおもしろい

と思います。様々な事業に工夫されていますが、今後ともニーズを捉えた事業計画を積極的に進めて

ほしいと思います。 

 

（池野和己 教育長）他にございますか。よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。報告についての質問、ご意見は以上で終了とさせてい

ただきたいと思います。 

 

日程第６ 今後の日程報告 

（池野和己 教育長）それでは続きまして「今後の日程報告」をお願いいたします。 

 

（池田直隆 教育総務課長）「教育委員の当面の日程」のご用意をお願いいたします。次回の９月定例

会は、９月２４日木曜日の午後６時からとなります。予定の説明は以上でございます。 

 

（池野和己 教育長）教育委員の当面の日程について説明がありましたが、これについて何か質問はあ

りますでしょうか。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

日程第７ 議案の審議 

（池野和己教育長）ここからは、非公開の会議といたします。恐れ入りますが、傍聴の方は、ご退室
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をお願いいたします。 

 

～傍聴人退場～ 

 

（池野和己教育長）議案第４４号の審議を行います。「議案第４４号 平成３１年度上尾市一般会計

歳入歳出決算の認定に係る意見の申出について」説明をお願いいたします。 

 

（小林克哉 教育総務部長）議案第４４号につきましては、清水教育総務部次長が説明申し上げます。 

 

○議案第４４号 平成３１年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定に係る意見の申出について 

（清水千絵 教育総務部次長）議案書の１ページをお願いします。「議案第４４号 平成３１年度上尾

市一般会計歳入歳出決算の認定に係る意見の申出について」でございます。提案理由ですが、平成３

１年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

９条の規定に基づき、市長に意見を申し出たいので、この案を提出するものでございます。 

なお、平成３１年度決算につきましては、すでに監査委員による決算審査を、７月に終えておりま

す。教育関係の決算額ですが、歳入決算額のうち収入済額は、６億４,００８万９，７１８円、歳出決

算額は、予算額が５４億３，５８３万３，０００円のところ、支出済額は５０億９，２３２万４３６

円でございます。翌年度繰越額である繰越明許額は、１，６５０万円で、不用額は３億２，７０１万

２，５６４円となっております。議案書２ページから４ページは、歳入決算・事項別明細書となって

おります。５ページは、歳出決算・事項別明細書となっております。本日議決をいただきましたのち

に、９月議会中に行われる決算特別委員会により審議されることとなります。説明は以上でございま

す。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。ただ今、議案第４４号について説明をいただきました。

質疑、意見等がございましたら、お願いいたします。 

 

（大塚崇行 委員）歳出の明細書の中で、２項小学校費の１目学校管理費の不用額が約１億２百万円と

金額が大きいため、この不用額について伺います。 

 

（池田直隆 教育総務課長）小学校を運営していく経費全般ですので、予算額も約８億円と大きな額と

なっております。その分だけ不用額も大きくなってきているところですが、この予算は主に営繕工事

費、備品購入費など必要に応じて措置していますが、実際には運営していく中で不用のものは行わな

いこともありますので、その積算するとこの大きな不用額となっております。 

 

（大塚崇行 委員）特定の大きな工事を行わなかったから発生したということではなく、一般的な経費

の不用額の積み重ねで発生したということですね。わかりました。ありがとうございました。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（池野和己 教育長）ないようですので、採決に移ります。「議案第４４号 平成３１年度上尾市一般
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会計歳入歳出決算の認定に係る意見の申出について」原案どおり可決することにご異議ございません

か。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議ないものと認め、原案どおり可決いたしました。続いて、「議案第４５号 

令和２年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出について」説明をお願いいたします。 

 

（小林克哉 教育総務部長）議案第４５号につきましては、池田教育総務課長及び関学校教育部次長が

説明申し上げます。 

 

○議案第４５号 令和２年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出について 

（池田直隆 教育総務課長）。それでは、議案第４５号「令和２年度上尾市一般会計補正予算に係る意

見の申出について」ご説明いたします。提案理由でございますが、令和２年度上尾市一般会計補正予

算の教育に関する事務の部分の補正について、法律の規定に基づき、市長に意見を申し出たいので、

この案を提出するものでございます。まず、私から、ＧＩＧＡスクール関係の予算と、指導課、学校

保健課が所管する予算も含めて、コロナ対応のための学校予算である学校再開に伴う感染症対策及び

学習保障等支援事業関係予算について、ご説明させていただきます。その後に、関学校教育部次長か

ら、小・中の就学援助認定者支援臨時給付金支給事業と感染症対応学校給食安定供給事業についてご

説明させていただきます。 

議案書に予算額の記載がございますが、教育総務課分の説明については資料を別に配布しておりま

すので、資料の「上尾市一般会計補正予算（第６号）教育総務課所管予算」をご覧いただきたいと存

じます。 

１ページ左側をご覧ください。教育総務課所管分のポイントといたしましては２点ございます。１

点目は「ＧＩＧＡスクール構想の加速化による学びの保障に係る補正予算の計上と、２点目は学校の

段階的再開に伴う児童生徒の学びの保障に係る補正予算の計上でございます。 

最初に、１点目のＧＩＧＡスクール関係でございます。６月の補正予算として１人１台端末の整備、

新たに約１４,５００台のパソコンを整備することの議決を市議会からいただいたところでございます。

今回の補正予算では、６月補正時に対応できなかった部分について、国庫補助金を活用して、パソコ

ンの充電保管庫など、周辺機器を整備するとともに、今後の臨時休業等の緊急時に備えて、学校と児

童生徒とのやりとりが円滑にできる校内環境を整備するため、備品を購入するための費用を追加補正

するものでございます。また、周辺機器の整備に併せまして、これも国庫補助金を活用して、急速な

学校ＩＣＴ化に対応する学校の人的体制を補完・支援するためにＩＣＴ技術者を学校へ配置するため

の費用を追加補正するものでございます。 

具体的には、資料左ページで示しております４つの四角の中に「◎」で記載している４つの事項に

対応するものでございます。一つ目の「◎障害のある児童生徒のための入出力支援装置の整備（※１-

１）」とありますが、「１－１」から「１－４」まで４つの事項に番号を付して、右側の２ページに

対応するように、歳入歳出の内容を記載してございますので、右側の２ページでの予算額を示しなが

ら、４つの対応事項について順次ご説明させていただきます。 

右側のページ２ページ「■」の３つ目、「歳入歳出予算の詳細説明」部分をご覧いただきたいと存

じます。以下、それぞれ表となっておりますが、左側に国庫補助金としての歳入を、右側に歳出につ

いて記載してございます。 
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それでは（※１-１）の「障害のある児童生徒のための入出力支援装置」についてでございます。国

による補助事業の提示があった後、３３校に対してパソコン操作時において支援の必要な状況の調査

を行うとともに、拡大教科書の使用状況を鑑みまして、音声読み上げソフトや音声文字変換システム

を整備するものでございます。 

歳入でございますが、当該装置の整備に当たっては、国庫補助が定額補助で、費用の全額が補助対

象となってございます。 

次に、（※１-２）「充電保管庫の整備」でございます。１人１台端末の整備に伴い、各教室でその

端末を保管・充電するキャビネットを小学校では２１校３７０台、中学校では、１０校１５２台を整

備するものでございます。当該保管庫の整備に係る国庫補助の補助率については、１／２でございま

す。 

次に、（※１-３）Ｗｅｂカメラの整備でございます。まず歳入でございますが、国庫補助の補助率

が１／２で、１校上限３万５千円でございます。この歳入の各校上限の範囲内でＷＥＢカメラを各校

１１台ずつ整備する予定でございます。ＷＥＢカメラでございますが、今後の臨時休業等が発生した

場合に、学校と児童生徒がやりとりを円滑に行うため、学校側が使用するカメラとして、整備するも

のでございます。 

この項目の最後になりますが、（※１-４）「ＧＩＧＡスクールサポーターの配置」についてでござ

います。今回のＧＩＧＡスクール構想の加速化により、学校現場での負担も大きくなることが予想さ

れるところである一方で、学校現場における人的体制は不十分であると認識しておるところでござい

ます。ついては、学校におけるＩＣＴ環境整備の設計や使用マニュアルの作成などを行うＩＣＴ技術

者を学校へ配置するものでございます。その経費として、委託料を 小・中併せて２６４万円を計上し

てございますが、コールセンターでの対応とサポーターが各校訪問しての対応の２つの対応について、

３月分の経費を積算したものでございます。国庫補助の歳入の補助率は１／２でございます。 

以上、ＧＩＧＡスクール関係でございますが、資料には特に記載はございませんが、説明の中で歳

入が１／２というお話をしており、残りの１／２は市費負担で整備することとなりますが、この「残

りの１／２」についても、国からの補助を充てる予定でございます。 

議案書には記載がないのですが、今回の補正予算に総務費の国庫補助金として、新型コロナウイル

ス感染症対応地域創生臨時交付金を歳入計上するとの情報が市長部局から示されております。この交

付金は、新型コロナ対策に取り組む自治体向けの国からの交付金でございますが、ＧＩＧＡスクール

構想の関係費用についても、臨時交付金の補助対象に該当するとされており、ＧＩＧＡスクール関係

経費の市費負担分については、当該臨時交付金を充当する予定であることを申し添えいたします。Ｇ

ＩＧＡスクール関係については以上でございます。 

続きまして、ポイントの２つ目として学校の段階的再開に伴う児童生徒の学びの保障でございます。

左側の下段部分をご覧ください。ポイントの２つ目を端的に言えば、学校における感染症対策、児童

生徒の学習保障のために、学校長が措置する対応について、学校規模等に応じて、１００万円から２

００万円まで額を国庫補助として支出して、経済的な支援を行うものであります。例えば、新型コロ

ナ対応のための消毒液やフェイスシールドの購入費用をはじめ、給食調理室の暑さ対策の費用や 授

業での３密対策として、別の教室を使用する際に必要な備品購入費用などが、国庫補助の対象となっ

ております。一番下段となりますが、只今申し上げました「学校規模等に応じた国庫補助額」でござ

いますが、児童生徒数によって交付額の上限が記載のとおり、定められております。 

予算額などの詳細の説明を３ページに記載しておりますのでご覧いただきたいと存じます。 

３ページの中段の「○」の２つ目になりますが、ポイントとしては、「国庫補助の対象経費には、

新型コロナ対応ために既に支出した経費も含まれる。」ということでございます。 
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したがいまして、以下に２つの「→」で記しておりますが、６月補正や予算流用により学校保健課

が既に対応した経費 ２，２１６万４千円や、各校が急遽コロナ対応で各校配当予算をもって支出し

た経費の合計６９７万８千円についても、国庫補助の対象となってございます。 

このうち、後者の学校配分予算の既に支出した分については、コロナ対応がなければ違う使途とな

るものでありましたので、各学校へ支出分を戻す形をとるために、当該金額を補正計上してございま

す。その補正額が、上の表のうち、網掛けをして、予算額の前に「◇」を記している「小学校管理運

営事業」から「保健室管理運営事業」までの３事業に係る予算でございまして、当該金額については、

市議会の議決後、学校へ再配分いたします。 

表の下、「〇」の１つ目をご覧いただきたいと存じます。 

先ほどご説明いたしましたとおり、国庫補助については、学校規模等によって補助額の上限が設け

られており、上尾市３３校の補助交付額の上限合計は５千５百万円となり、補助率１／２を鑑みると

経費の合計額は倍の１億１千万円となります。 

以上、国庫補助の上限や 既に学校保健課が支出した経費を踏まえまして、３つ目の「〇」部分に

なりますが、国庫補助の上限の範囲内で、各校の購入希望を学校長に照会をした結果、査定した結果、

その合計額は、７，９９０万千円でございまして、当該経費については、上の表の「★」印で記した

４つの事業に、指導課、教育総務課、学校保健課の所管別、費目別に分けて予算計上してございます。 

既に支出した分を含めた本事業の予算は、１億９０４万３千円となり、今回補正予算計上するもの

は、資料で申し上げると、経費の総計１億９０４万３千円から①の部分を除いた額、８，６８７万９ 

千円を補正計上してございます。 

最後に今回の事業におきまして、購入予定、購入済の主な品目を３ページ下段にお示ししてござい

ます。消毒液や体温計をはじめ、感染症対策に必要な経費として、「修学旅行バス増便費用」や「網

戸設置」に係る費用の希望も学校から上げられております。また、既に６月補正で対応いたしました

給食室に設置したスポットクーラーや給食調理員全員に配付した冷却ベストのほか、学校からは３密

対策を施した授業の実施のためにビデオカメラやプロジェクターなどの購入希望も上げられておりま

す。なお、本事業に対する国庫補助の補助率は１／２で、残り１／２が市費負担となりますが、ＧＩ

ＧＡスクールと同様に、残りの１／２の市費負担分については地域創生臨時交付金を充てる予定でご

ざいます。教育総務課所管分の説明は以上でございます。 

 

（関孝夫 学校教育部次長）続きまして、教育総務課長から説明させていただいた内容以外の 学校教

育部の補正予算案について御説明いたします。８月定例会議案の７ページの学務課所管事業でござま

すが、「小学校就学援助認定者支援臨時給付金支給事業」及び「中学校就学援助認定者支援臨時給付

金支給事業」でございます。既に、６月補正で実施しております本事業でございますが、経済状況悪

化により影響が懸念される、就学援助認定者に対し、対象児童生徒１人あたり３万円の給付金を支給

する事業でございます。前回の給付金支給事業では、４月認定者に対して支給してございましたが、

今回の補正では５月以降の認定者や家計急変世帯の保護者ついても支給したいので、追加補正をする

ものでございます。続きまして、８ページの学校保健課及び中学校給食共同調理場の「感染症対応 

学校給食安定供給事業」でございます。この事業は、学校給食関係事業者が、給食再開に向けて負担

した、給食供給体制の維持に係る助成を行うものでございます。学校保健課所管分と中学校給食共同

調理場所管分については食材納入業者に対して、また、中学校給食共同調理場所管分については合わ

せて給食調理業務受託者に対して、それぞれ補助金支出する形で支援するものでございます。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。ただ今、議案第４５号について説明をいただきました。
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質疑、意見等がございましたら、お願いいたします。 

 

（内田みどり 委員）教育総務課長からＷｅｂカメラの整備とありましたが、このカメラの使い方につ

いて伺います。また、各学校１１台とありますが、学校の規模に応じた配分差はないのか伺います。 

 

（池田直隆 教育総務課長）Ｗｅｂカメラの使い方につきましては、Ｚｏｏｍなどのアプリで画面上で

映像をやり取りする映像を映すカメラで、パソコンに内蔵している機器もありますが、学校の教職員

が使用している校務用パソコンには内蔵していないのが実態です。このため、カメラを新たに接続し

て映して使うものでございます。 

 文部科学省の補助基準が学校規模に関わらず１校３万５千円の上限となっておりますことから、上

尾市教育委員会としてこの上限を最大限に活用するということで全校同様の整備台数となっておりま

す。これで足りない場合は各学校の配当予算で購入していくこととなります。 

 

（内田みどり 委員）ありがとうございました。 

 

（中野住衣 委員）教育総務課の資料中、緊急時における家庭でのオンライン学習環境の整備の中で家

庭学習のための通信機器整備支援については、対応検討中とされているところですが、現時点での検

討状況について伺います。 

 

（池田直隆 教育総務課長）国の方では、Ｗｉ‐ｆｉルータは補助対象にするものの、通信費用は家庭

において負担するものとされております。財政的な負担を考慮しながら、自治体としてどのように対

応できるか検討しているところでございます。一つの方法として、Ｗｉ‐ｆｉルータを貸与して、電

波をレンタルで借りることもできるので、家庭に対して補助金を出すことも考えておりまして、他の

自治体の状況を見ているところでございます。万が一、学校が休業になった場合にそのような対応が

できるのが来年１月以降となっておりますので、これはパソコンが１２月に整備されるということも

あるためですが、この家庭への補助金については、必要に応じて１２月補正でも対応可能と考えてい

るところでございます。Ｗｉ‐ｆｉルータが家庭に無いという世帯数は調査済みですので、その状況

を踏まえ財政当局と調整して参ります。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）ＧＩＧＡスクールサポーターの配置は３カ月間とありますが、この時

期はいつを見込んでいるのかということと、３カ月間でサポートが終わらなかった場合の対応はどう

なるのかということと、実際にトラブルが起こった場合はすぐに聞きたいというのが常であり、コー

ルセンターは役に立つと思いますが、サポーターの来校については、人数や日数も限られると思いま

すので、どのように活用するのかについて、以上３点について伺います。 

 

（池田直隆 教育総務課長）１点目のサポーターの配置時期につきましては、パソコン整備が１２月を

予定しておりますので、そのあとの１月から３月の３カ月間を予定しているところでございます。今

回のサポーターは、端末の導入に係る部分の支援となっておりますことから、運用面の支援とは別に

なります。来校するサポーターの人数等は、この期間内に各校２回程度訪問して、パソコンとＷｉ－

Ｆｉとの設定などを行ってまいりたいと考えております。 

 

（小池智司 委員）障害のある児童生徒のための入出力支援装置の整備の中で、音声読み上げソフト４
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校、中学校３校となっておりますが、どういう風に決めているのか伺います。 

 

（池田直隆 教育総務課長）拡大教科書の使用状況を考慮するとともに、各校に対して支援の必要な状

況の調査を行って判断しているところですが、各学校に調査をしたところ、さほどの需要はないとこ

ろでございました。文部科学省が想定している対象児童生徒は、手足を動かすことが特に難しく、ベ

ッドの上で生活を余儀なくされている児童生徒で目線などをパソコンの入力につなげていくという支

援の内容が考えられますが、市内の小中学校ではそのような支援を必要とする児童・生徒はいなかっ

たという状況でございました。一方で、拡大教科書を使わなければ教科書を読むことが困難な弱視の

児童生徒の方はいらっしゃいますので、そのようなところから判断しているところでございます。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（池野和己 教育長）ないようですので、採決に移ります。「議案第４５号 令和２年度上尾市一般会

計補正予算に係る意見の申出について」原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議ないものと認め、原案どおり可決いたしました。 

 

日程第８ 閉会の宣告 

（池野和己 教育長）それでは、以上で本日予定されておりました日程はすべて終了いたしました。こ

れをもちまして、上尾市教育委員会８月定例会を閉会といたします。お疲れ様でした。 

 

令和２年９月２４日   署名委員 大塚 崇行 

 


